
日本共産党
大阪市会議員

お困りのことがありましたら
お気軽にご相談くださいてらど月美 てらど月美市政相談事務所

連絡先 淀川区木川西2-20-4
Tel 6306－1155　Fax 6308－5698
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区民の足
奪わないで

を
ー廃止される市バス、赤バスー

日本共産党

この声が届く市政に！
ー『都構想』で実現できるでしょうかー

バス停前で住民の方と話し合う
てらど月美議員とたつみコータローさん

　
『
大
阪
都
』実
施
に
向
け
た「
法
定

協
議
会
」の
設
置
議
案
を
、
橋
下
市

長
が
１
月
臨
時
市
会
に
提
出
。
維
新
・

公
明
の
賛
成
で
可
決
さ
れ
、
２
０
１
５

年
４
月
に
大
阪
市
を
解
体
す
る
準
備

が
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
公
表
さ
れ
た「
市
政
改
革
プ
ラ

ン
」は
３
年
間
で
３
９
４
億
円
も
の
切

り
捨
て
。
今
年
は
１
３
６
億
円
削
減

（
下
記
参
照
）で
、
す
で
に
新
婚
家
賃

補
助
、
太
陽
光
発
電
工
事
補
助
制
度

は
打
ち
切
り
。
２
０
１
４
年
度
は
子
育

て
セ
ン
タ
ー
や
老
人
憩
い
の
家
な
ど
の

廃
止
・
削
減
が
計
画
さ
れ
、
住
民
の
た

め
の
活
動
拠
点
が
な
く
な
り
、
地
域
コ

ミ
ュニ
テ
ィ
ー
が
壊
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

『市政改革プラン』2013年度見直しの主な施策・事業
敬老パス利用者負担

上下水道福祉減免制度
国民健康保険料

保育料値上げ

１歳児保育配置基準改悪

学校給食協会交付金
がん検診（ナイスミドル）

食事サービス

老人憩いの家事業

ネットワーク推進活動
地域生活支援事業

3,000円負担
（送られてくる納付書で振込み）
2013年9月末廃止（基本料金1,576円）
３％の値上げ
市民税非課税世帯2,000円へ見直し（３歳児
未満）、非課税世帯以外300～500円増額
保育士配置基準を６人に１人の
配置に改悪（現在５対１）
食材配送費の保護者負担
一部無料検診の廃止
食事ではなく喫茶・軽食などへ経費の
大幅削減（地域ふれあい型）
運営経費の２分の１に大幅削減、
名称の変更も迫る
推進委員（316名全員）の廃止
支援ワーカー数削減（128名から24名に）

区民アンケート実施
　2012年４月～６月に実施しました区民
アンケートは520人の方から回答を寄せて
頂きました。

　
区
役
所
あ
と

地
を
、
子
育
て

や
介
護
、
障
が

い
者
支
援
の
拠

点
に
。

　
十
八
条
は
榎
木
橋
に
来

る
バ
ス
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

区
民
セ
ン
タ
ー
に
も
、
十

三
や
梅
田
へ
買
い
物
に
も

行
け
な
く
な
り
ま
す
。

　
加
島
か
ら
市
民
病
院
へ
通

い
、
近
く
の
ス
ー
パ
ー
で
買

い
物
を
し
て
い
ま
す
。
バ
ス

が
廃
止
さ
れ
た
ら
毎
日
の
生

活
が
な
り
た
ち
ま
せ
ん
。

　
水
道
料
金
の
福
祉
減

免
を
受
け
て
お
り
廃
止

に
な
る
と
、
毎
日
お
風

呂
に
入
れ
な
い
。

　
新
婚
家
賃
補
助
が
な

く
な
る
が
、
若
い
夫
婦

は
収
入
も
低
い
は
ず

で
、
こ
の
少
子
化
の
時

代
に
な
ぜ
な
く
す
の
か
。

ア
ン
ケ
ー
ト
に
寄
せ
ら
れ
た
声

　
「
赤
バ
ス
を
続
け
て
ほ
し
い
」の
運
動
で
、

区
は
赤
バ
ス
の
代
替
え
と
し
て
、
民
間
に

委
託
し
、
平
日
１
日
４
便（
午
前
２
便
、

午
後
２
便
）料
金
２
０
０
円（
子
ど
も

半
額
）と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し

こ
れ
で
は
区
民
の
足
は
守

ら
れ
ま
せ
ん
。


